
川崎市認知症キャラバン・メイト連絡協議会会則 

 

（目的） 

第１条 この会則は、川崎市認知症サポーター等養成事業実施要綱第４条の規定に基づき、川崎市の認

知症の普及啓発を目指した同事業の円滑な実施を図るため、川崎市認知症キャラバン・メイト

連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) キャラバン・メイト、認知症サポーターのフォローアップ研修等の企画 

(２) 認知症の普及に関するニーズのマッチング 

(３) 協議会の会員相互の交流・情報交換 

(４) その他認知症の普及啓発に関する事項 

 

（会員） 

第３条 会員は、第１条の目的に賛同する次の者をもって構成する。 

 (１)  川崎市認知症キャラバン・メイト養成研修の受講修了者 

 (２)  その他協議会が特に必要と認める者 

 

（関係機関等） 

第４条 以下に掲げる関係機関等については、協議会と積極的に連携を図るものとする。 

(１) 区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課及び高齢・障害課並び

に地区健康福祉ステーション 

 (２) 地域包括支援センター 

(３)  その他協議会が特に必要と認める機関等 

２ 関係機関等は、高齢者福祉の相談支援機関として、第１条の目的の達成を目指し、協議会に参加す

ることができる。 

 

（運営委員会）  

第５条 協議会に、その運営に関する執行機関として、運営委員会を置く。 

２ 運営委員会は、２０人以内の委員をもって組織し、構成については別表のとおりとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員の互選により、委員長及び副委員長を選任する。 

６ 委員長は協議会を代表し、副委員長は委員長の職務を補佐する。 

７ 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する他の委員が、順次に委員

長の職務を代理する。 



 

（総会） 

第６条 総会は、会員のスキルアップや会員相互の交流などを目的として、年 1回程度開催するものと

し、議長には委員長をもって充てる。 

２ 委員長が欠席のときは、第５条第７項の規定を準用する。 

３ 総会は、次の事項を審議決定する。 

(１) 事業報告及び事業計画に関すること 

(２) 運営委員会委員の選任に関すること 

(３) 会則に関すること 

(４) その他、総会の議決が必要と認められる事項 

４ 議事は、出席会員（事項の規定により委任した会員を含む）の過半数でもってこれを決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会員は、議決権を議長に委任することができる。 

 

（費用弁償） 

第７条 協議会にあらかじめ報告し承認された認知症サポーター養成講座を開催する会員へは、次の場

合を除き、別に定める交通費相当の費用弁償を支給することができる。 

(１) 会員が業務として講師となる場合 

(２) 他から交通費の支給がある場合 

(３) その他、協議会が支給の必要がないと認めた場合 

２ この他、支給について必要な事項は、運営委員会において協議する。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務を処理するため、ＳＯＭＰＯケア株式会社神奈川静岡本部に事務局を設置する。 

 

（その他必要な事項） 

第９条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、運営委員会が定める。 

   

 附 則 

 この会則は、平成２０年１１月１３日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成２１年６月５日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成２２年６月２５日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成２４年９月１９日から施行する。 

 



附 則 

 この会則は、平成２５年９月５日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成２８年９月２９日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和２年１１月１９日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

川崎市認知症ネットワーク会員 

公益社団法人 認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人 

認知症介護指導者養成研修修了者 

地域包括支援センター職員 

区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支

援課の職員 

その他運営委員会が必要と認める者 

 


